
事 務 連 絡 

令和７年 12月 12日 

各都道府県建設業協会 

事務局 御中 

一般社団法人 全国建設業協会 

労働部 

 

建設共済保険における保険金区分の新設について 

  

時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。また、平素より本会の活動に

対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、公益財団法人建設業福祉共済団より、令和８年４月１日より建設共済保険に

おける「保険金区分の２区分新設」について、別添のとおり案内がありました。 

つきましては、ご多忙の折誠に恐縮ですが、本件につきまして適宜、貴会会員企業

の皆様へ周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

以上 

 

（担当：労働部 山崎（直）、浜崎） 
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